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精神保健福祉士ってなに？

　「よろず相談センター」は、
精神保健福祉士（MHSW）10名で構
成されています。患者さんが安心して
医療や必要な支援を受け、入院中だけ
でなく、退院後も地域で生活を送るこ
とができるよう、医療や制度だけでな
く、生活に関わる様々な相談にのり、
情報提供や提案、助言を行っています。
　入院患者さんには、ひとりひとりに
担当MHSWが選任され、外来には外
来担当のMHSWを配置しております。
　入院患者さんに対しては、病院から
退院して地域で生活が送られるよう、
外来患者さんに対しては、安定した地
域での生活を継続し、よりよい生活が
送られるよう相談に乗り、一緒に考え
ていきたいと思っています。

　入院、外来問わず、必要があれ
ば積極的に患者さんと外出し、
事業所の見学や手続き等も行って
います。私たち自身にとっても、
関係機関のみなさんとの「顔の見
える関係づくり」を培う機会にし
ていきたいと思っています。
　相談に関しましては、当セン
ターに入院、通院している方やそ
のご家族、当センターの受診を希
望される方とさせていただいてお
ります。
　予約制になっておりますので、
相談のご希望がありましたら、
ご予約をお願いいたします。

　よろず相談センターの林です。今年で勤務5年目
になりますが、部署の中では一番の若手でまだまだ
新人のつもりで先輩方にご指導いただいでおります。
　よろず相談センターの業務は、電話や面談での
相談、自宅の片付け、事業所見学や必要な手続き
への同行など多岐に渡り、まさに『よろず』です。
入職当初はこんな事までするのか･･･と驚くことも
多かったです。

精神保健福祉士
　Mental Health Social Worker（MHSW）

　かつては精神科ソーシャルワーカー（PSW）という名称で、1950年代
より精神科医療機関を中心に医療チームの一員として活動してきた歴史
ある専門職で、1997年に国家資格化しました。
　社会福祉学を基盤として、精神に障害のある方やメンタルヘルスに課題
のある方の生活上の問題や社会問題の解決に向けて支援活動をしています。
　現在では、精神科医療機関のみならず行政機関や司法機関、地域の福祉
事業所、教育機関、一般企業など幅広い領域で活動を行っていて、他分野
からの期待も年々高まっています。

　どんな業務であっても患者さんの権利が守られるよう支援することが
精神保健福祉士の役割であり、私が大切にしていることです。
　まだまだ経験は浅いですが、患者さんに関わる中で自分自身も日々、
成長していけたらと思います。


